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 第１章 はじめに 

１. 計画策定（改定）の背景・目的 

近年、人口減少及び少子高齢化、モータリゼーションの進展等によって公共交通の需要が低下

したことにより、公共交通の利用者は全国的に減少傾向が続いており、鉄道や路線バスの廃止等

によるサービス水準の低下及び公共交通を担う民間事業者の経営悪化といった悪循環が社会問題

となっています。 

このような中、交通に関する施策を総合的かつ計画的に推進すべく、平成 25 年 12 月に「交

通政策基本法」が施行され、交通に関する基本理念及び基本事項並びに国及び地方公共団体の責

務等が定められました。 

また、同法の理念に基づき、地方公共団体が中心となってまちづくりと連携した公共交通ネッ

トワークを再構築するため、平成 26 年 5 月に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」

が改正され、地方公共団体が「地域公共交通網形成計画」を作成することができるようになりま

した。 

平成 18 年 1 月に 10市町村の合併により誕生した津市においては、旧市町村が独自に実施し

ていた各種バス事業を引き継いで実施していましたが、平成 21 年 12 月に「地域公共交通の活

性化及び再生に関する法律」に基づく『津市地域公共交通総合連携計画』を策定し、平成 22 年

4 月にこれらのバス事業を『津市コミュニティバス』として再編しました（3 年間の実証運行期

間を経て平成 25 年 4月に本格運行へ移行）。 

また、平成 27 年 3 月に『（第 1 次）津市地域公共交通網形成計画』を策定し、まちづくりと

連携した公共交通ネットワークの形成に努めてきましたが、津市においても公共交通を取り巻く

環境は厳しく、特に路線バスにおいては利用者の減少や運転手不足による運行本数の減少が続い

ています。 

本計画は、令和 2 年 3月をもって『（第 1 次）津市地域公共交通網形成計画』の計画期間が満

了することから、このような状況下において津市が持続的に発展し、安心して暮らせるまちであ

り続けるために、社会情勢の変化に柔軟かつ的確に対応し、市民の日常生活に必要な移動手段を

確保するとともに、機能的かつ効率的な公共交通網を整備していくために令和２年３月に策定し

ました。 

令和２年１１月に改正された「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に合わせ、計画

制度と補助制度の連動化が行われたため、当該連動化に対応した必要事項の追記等を行った上で、

改定するものです。 
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２. 計画の位置付け 

本計画は、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づき策定するもので、上位計画

である『津市総合計画』の将来像及び『津市都市マスタープラン』等の関連計画に示される理念

や目標を踏まえた上で、津市を取り巻く社会環境の変化や本計画の策定に当たり実施した各種調

査結果等から得られた公共交通の問題点や課題を整理し、持続可能な公共交通網の形成に向けた

取組を明確化したものです。 
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